
③許認可

No.11 南小島、北小島のリン鉱試掘願を不許可とする公示
1922年（大正11年）6月6日
鉱業事項試掘不許可（北小島、南小島）

57 58

資料概要
　『官報』に記載された鉱業に
関する資料。尖閣諸島の北小
島と南小島におけるリン鉱の
試掘願が出されたが、両島に
は既にリン鉱区として試掘権
が登録されており、重複に当た
るとして不許可となった。

【内容見本】

沖縄県八重山郡石垣村字登野　　　　　　　　　
　　　　沖縄県宮古郡平良村
城附属北小島　　燐　　八四,二三五　
□□□□（申請者氏名）
外一人　　　　　　六、二九
事由　沖縄県試掘権登録第二四五号燐鉱区ト全部
重複ニ付不許可

沖縄県八重山郡石垣村字登野　　　　　　　　　
　　　　同上
城附属南小島　　同　　一〇三,七四三　
事由　同上　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　六、二九

内容見本

作成年月日 1922年（大正11年）6月6日
編著者 農商務省
発行者 大蔵省印刷局
収録誌 官報 1922年06月06日
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 国立国会図書館
利用方法 国立国会図書館で利用手続きを行う

（デジタルコレクションで閲覧可能）
拡大画像
所蔵：国立国会図書館
（デジタルコレクション）

※数字の単位は坪

所蔵：国立国会図書館（デジタルコレクション）
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